
「優Ｙｏｕプラン」「３大疾病保障」推 
【実施期間】令和６年４月１日～令和７年３月３１日まで 

 

 ○ 新規加入事務所 および 加入事務所を紹介した税理士に 

３,０００円分のギフトカードを贈呈 

※契約が成立した場合のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③加入等手続き ③加入等手続き 

「ご紹介カード」（下記）をご利用ください 
★必ず下記の「ご紹介カード」を九州北部税理士協同組合にご提出ください。【契約成立が該当条件です】 

日本税協連福祉会（幹事会社：住友生命） 

九州北部税理士協同組合 

税理士本人 

新規加入 

紹介税理士 

※紹介した税理士が加入した場合のみ 

紹介された税理士 

新規加入 

①紹介カード ①紹介カード ④ギフトカード ④ギフトカード ④ギフトカード 

 
 九州北部税理士協同組合 事務局 宛 
 （ＦＡＸ：０９２－４８１－３８７８） 

 

 □ 新規加入を希望します。 

 □ 加入検討税理士を紹介します。 

    ご紹介先              先生（     支部） 

 

 「３大疾病保障」のご案内先として上記税理士を紹介いたしますので、 

    □ 住友生命のご担当者に連携してください。 

    □ 住友生命のご担当者に紹介しました。（担当者名        ） 

 

令和   年   月   日 

 支部       氏名               税理士登録番号        

 

 

「３大疾病保障」推進キャンペーン 

ご紹介カード 

②紹介カード 


